
 自己負担割合判定の流れ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※１ 「年金収入」とは、公的年金等控除額を差し引く前の公的年金等の収入額です。遺族年金や障害年金 

は含みません。 

※２ 「その他の合計所得金額」とは、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除額等を差し引 

いた後の金額のことです（ただし給与所得は給与所得控除後さらに１０万円を控除した額、長期（短期） 

譲渡所得は特別控除が受けられる場合は特別控除後の額で算出します）。 

※３ 自己負担割合が３割から変更になる場合があります。 

被保険者の世帯は、 
住民税課税世帯か。非課税世帯か。 

世帯全員が 
１割 

非課税世帯 

課税世帯 

同一世帯に住民税課税所得が１４５万円以上の被保険者がいるか 

同一世帯に住民税課税所得が２８万円以上の被保険者がいるか 

世帯全員が 
３割※３ 

世帯全員が 
１割 

１割 ２割 
世帯全員が 
１割 

世帯全員が 
２割 

いない いる 

同一世帯に被保険者が２人以上いるか 

「年金収入※１＋その他の
合計所得金額※２」が 
２００万円以上か 

「年金収入※１＋その他の
合計所得金額※２」が 
３２０万円以上か 

いる いない 

200 万円未満 200 万円以上 320 万円未満 320 万円以上 

1人だけ 
１ 

２人以上 
１ 


